
米子市道路反射鏡設置基準

（目的）

第１条 この基準は、米子市が行う道路反射鏡の設置に関し必要な

事項を定め ることにより、その適 正な運用を図り 、もって交通 の

安全に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当 該

各号に定めるところによる。

(1) 道路反射鏡 道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）第３

４条 の３第 ４号に 規定す る他 の車両又 は歩 行者を 確認する ため

の鏡をいう。

(2) 道路 米子市が管理する道路をいう。

(3) 自動車 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１

項第 ９号に 規定す る自動 車の うち、自 動二 輪車以 外のもの をい

う。

(4) 対象道路 主に道路反射鏡を利用する自動車が通行する道路を

いう。

(5) 主道路 道路の交差部分において一時停止すべきことが指定さ

れて いない 道路又 は優先 道路 （道路交 通法 第３６ 条第２項 に規

定する優先道路をいう。以下同じ。）をいう。

(6) 従道路 道路の交差部分において一時停止すべきことが指定さ

れている道路又は優先道路でない道路をいう。

（設置の意義）

第３条 市長は、市民からの要望を受けて、道路を通行する自動 車

の視距又は 道路の交差部分におい て見通すことが できる距離が 不

足している 場所において、これを 補完し、交通事 故の防止に資 す

るため、予算の範囲内において道路反射鏡を設置する。



（設置位置）

第４条 道路反射鏡を設置する位置は、原則として、道路区域内 と

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 設 置 す る 道 路 反 射 鏡 （ 支 柱 を 含

む。）は、 道路構造令（昭和４５ 年政令第３２０ 号）第１２条 に

定める建築限界を超えてはならない。

２ 道路反射鏡を設置する位置については、立地条件等により前 項

の規定によ り難い場合は、道路区 域外の土地（無 償で使用する こ

とができるものに限る。）とすることができる。

（設置条件）

第５条 道路反射鏡の設置は、次に掲げる要件のすべてに該当す る

場合に限り、行うものとする。

(1) 自治会等から道路反射鏡設置要望書（別記様式第１号）が提出

されていること。

(2) 第４条第２項の場合にあっては、道路反射鏡を設置することに

つい て、同 意書（ 別記様 式第 ２号）又 は同 意した ことを証 する

書類 により 当該道 路反射 鏡を 設置しよ うと する土 地の所有 者又

は管 理者（ 以下「 土地所 有者 等」とい う。 ）の同 意が得ら れて

いること。

(3) 道路反射鏡を電柱その他の物件（第７条において「物件」とい

う。 ）に添 架する 場合に あっ ては、道 路反 射鏡を 設置する こと

につ いて同 意書（ 別記様 式第 ２号）又 は同 意した ことを証 する

書 類 に よ り 当 該 物 件 の 所 有 者 又 は 管 理 者 （ 以 下 「 物 件 所 有 者

等」という。）の同意が得られていること。

(4) 交差点においては、信号が設置されていないこと。

(5) 主道路と従道路との区分が明確な交差点においては、対象道路

が従道路であること。

(6) 対象道路が現に不特定多数の者の通行の用に供されていること。

ただし、受益戸が多いと認められる場合を除く。

(7) 道路反射鏡を設置することにより、第三者に損害を与えるおそ

れがないこと。

(8) 道路反射鏡を設置することにより効果が認められること。



（構造諸元）

第６条 道路反射鏡の鏡面の大きさは、６０センチメートルを標 準

とする。

（撤去又は移設）

第７条 市長は、土地所有者等又は物件所有者等の都合により、 当

該土地所有 者等が所有し、若しく は管理する土地 又は当該物件 所

有者等が所 有し、若しくは管理す る物件に設置し た道路反射鏡 を

撤去し、又 は移設する必要が生じ た場合は、速や かに、当該道 路

反射鏡を撤去し、又は移設しなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この基準は、平成２３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この基準の施行の日前に行った道路反射鏡の設置については 、

なお従前の 例による。ただし、当 該道路反射鏡を 更新又は移転 を

行う場合に おいては、この基準に 従って行うよう 努めるものと す

る。

附 則

（施行期日）

１ この基準は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この基準の施行の日前に行った道路反射鏡の設置については、なお

従前の例による。ただし、当該道路反射鏡を更新又は移転を行う場合

においては、この基準に従って行うよう努めるものとする。


